
第８回白浜地区学校再編検討委員会次第 

 

日時 平成２１年９月２４日 午後７時  

場所 白浜支所 ２階フロアー    

 

１．開会 

 

２．あいさつ 

 

３．報告 

 

４．議事 

（１）校歌・校章に係る協議事項ついて 

 

 

 

（２）第２回地区説明会の説明内容及び役割分担について 

 

 

 

 （３）第９回検討委員会の日程について 

 

 

 

５．閉会 

 



第８回 白浜地区学校再編検討委員会 議事録 

 

平成２１年９月２４日（木） 午後 7時 

白 浜 支 所   ２ 階 フ ロ ア ー 

記録者  岡崎  靖   

石井 恵子   

                            出席委員 １７名 

                            欠席委員 井上委員 

                                 浅沼委員 

 

１． 開会 

 

２． あいさつ 

委員長   １１月の具申を目指したい。３点の議事について審議願いたい。 

教育長   新型インフルエンザの流行が懸念される。手洗い・うがいの励行。 

      白浜中建設は、２月竣工を目指す。卒業式に間に合わせたい。 

 

３． 報告 

事務局  議事録を参照願いたい。校歌・校章部会が設置された。（部長 金木委員、副

部長 吉野委員） 

委員   ＰＴＡ部会は、９月１１日に白浜小で開催。会則について大筋で合意。行事

等はアンケートを実施し検討する。活動計画は運動会の時期により左右される。

長尾の各行政区からの寄付金については、なくす方向で検討中。委員各位の意

見をいただきたい。 

事務局  議事の最後に意見をいただくこととしたい。 

委員   通学支援部会は、長尾９月７日、白浜９月８日に保護者意見を聞いた。９月

１０日に部会開催。運行方法は、路線バスではなく、スクールバス運行を希望

する。対象地区は、長尾地区全てと乙浜・塩浦地区を対象としていただきたい。

児童に長時間乗車を強いない配車を希望する。 

委員   学用品部会は、９月２４日に開催した。基本的には、保護者負担が少なくな

る方向で検討している。しかし園児服は、統合時に全く新しいデザインの物で

そろえて行きたいが、園で決定できるのか。全体として方向性は決まった。こ

れらをどの段階で説明し、周知できるのか確認したい。 

事務局  決定の是非については、議事の最後に検討したい。説明・周知は２番目の議

題の中で検討したい。 



４．議事 

委員長  これより議事に入る。本日の傍聴申し出なし。 

出席委員１７名により過半数を超えているので会議は成立する。 

      第１号議案「校歌・校章に係る協議事項について」を議題とする。事務局よ

り説明を求める。 

 事務局  ９月１４日に校歌・校章部会が開催された。委員から、新規に作成するので

はなく、既存のものを活用する方法が再度検討できないかという発議があった。

部会での新規作成と既存活用についての主な意見は次のとおりであった。 

      新規策定：検討委員会としての合意事項である。 

           ２校とも新しい校歌を歌うことで、一体感が生まれやすい。 

           新しい学校であることが地域に定着しやすい。 

           長尾地区の保護者アンケートでも多かった。 

      既存活用：白浜の風景、子供の育つ姿を歌っている。 

           経費節減につながる。 

           新学校の名称が白浜なので、変えることはないのではないか。 

     部会においては、校歌・校章についての方針を改めて検討委員会に諮ることと

なったので、審議についてお願いしたい。 

 委員長  事務局の説明が終わった。委員各位の意見を求める。 

 委員   長尾の保護者の中にも、白浜小のものでよいという意見があった。感情的な

問題が少なければ白浜小の校歌でよいのではないか。 

 委員   自分は白浜小の校歌でよいと考える。長尾のある保護者に聞いた意見として、

お金がかかるならそのままでよいという考えであった。白浜の校歌を聴いたら

よい校歌だった。聞いてから検討したらどうか。 

 委員   長尾小学校保護者で、白浜の校歌でよいという方はどのくらいいるのか。地

域全体がそれでよいということであれば問題ないが、すべて白浜では反発する

方もいるのではないか。 

 委員   両小学校の校歌を一度聴くことはよいと思う。それから判断したらどうか。 

 委員   他の２地区の推進状況はどうか。 

 事務局  富浦では、校歌・校章の専門部会を立ち上げた。富山では、校歌・校章を検

討するまでに至っていない。 

 委員   白浜の決定は、他地区にも影響していくのではないか。 

 委員   新規作成の経費はどの程度が想定されるのか。 

 事務局  そこまでの試算は準備できていない。 

 委員   長尾の６月のアンケートでは新しい校歌に対する要望が多数を占めていた。

再度アンケートが必要か考えたい。 



 委員長  これまでの決定の経緯はあるが、委員各位の意見を参考までに確認したい。

新しいものがよいという方は挙手願いたい。 

 委員   １２名挙手。 

 委員   両小学校の校歌を、一度聴いてみたい。 

 委員   既存の校歌を使うことに賛成である。最初は、対等な統合であることにこだ

わっていた。歌うのは子供である。白浜の校歌でよいという意見があれば、現

状のままでよいのではないか。 

 委員   地域の意見としては「対等」にこだわる方もいると思う。地域意見を参考に

するならアンケートなどをとって決めていきたい。 

 委員   再編は対等であるべき。経費がかかっても新しく作成すべき。 

 委員   地区説明会の参加が少ないからといって「反対なし。」とはいえない。地域感

情にしこりの残らない決定が必要である。 

 委員   新規作成経費がはっきりしないと、他地区にも影響があるのではないか、 

 事務局  経費は今後検討する。 

 委員長  校歌は、歌う子供の目線で考えるという意見は賛成できる。しかし、長尾の

子供たちが新たな気持ちで統合するには、新しい校歌がふさわしいと思う。 

 委員   両校の校歌を聴いてから結論を出すこととしたらどうか。 

 委員長  次回会議で校歌を聴き、検討をお願いする。先ほどの多数意見も参考となる。 

 委員   次回会議で検討し変更した場合、第２回説明会に間に合わないのではないか。 

 委員   校歌や校章変更には経費がかかる。 

 事務局  はっきりした経費は試算していない。費用を抑える検討はする。また、次回

会議の開催日程を考えると、第２回説明会では、校歌・校章の説明は難しいと

考える。 

 委員   専門部会では、長尾地区の方の意見を聞きたいと提案した。長尾地区の方の

意見をきき、方針を決めていくことが大切。 

 事務局  両校の校歌・校章に係る方針を次回議題としたい。 

 委員      早急に意見集約を行っていただきたい。白浜地区の住民として、対等な統合

でなければと考えていた。 

 委員   自分は、校歌・校章については、新しくなる方針だと説明してきた。外の部

会にも影響するのではないか。 

 教育長  経費については市で対応する。一度、校歌を聴いてみることで検討をお願い

したい。 

 委員長  次回会議で、両校の校歌を聴くこととする。 

 委員長  次に第２号議案「第２回地区説明会の説明内容及び役割分担について」事務

局より説明を求める。 



 事務局  地区説明会次第をご覧いただきたい。前回説明会での意見・質問に関する部

分を修正などして網掛けをしてある。校歌・校章は専門部で検討するとしたい。

協議をお願いする。 

 委員長  意見・質問を伺う。 

 委員   意見なし。 

 事務局  役割分担の確認をお願いしたい。 

 委員長  受付とマイク係を各校１名お願いしたい。 

 委員   了承。 

 委員   前回は参加者が少なかった。各自、呼びかけをお願いしたい。 

 委員長  次に第３号議案「第９回検討委員会の日程について」を議題とする。事務局

より説明を求める。 

 委員   １０月２０日（火）午後７時からフローラルホール開催を提案する。 

 委員長  よろしいか。 

 委員   異議なし。 

 委員長  その他として、意見があるか 

 委員   説明会参加者が少ないので各地区対応願いたい。 

 委員長  他の委員の方も周りに声掛け願いたい。次に、先ほどの報告の中で提案のあ

った寄付金、運動会、園児服の件について協議願いたい。 

 委員   １つ目は、長尾小は、ＰＴＡ会費のほかに地区から寄付金を頂いている。統

合後は廃止することとしたい。２つ目は、運動会の開催時期についてなるべく

早く決定願いたい。それによってＰＴＡ行事日程の組み立てが大きく変わる。 

 委員   長尾地区は、八幡祭礼を避ける必要がある。 

 委員   大きな学校行事であるので、ＰＴＡ等の意見を参考に検討したい。 

 委員   園児服変更について入園説明会等で話ができるか。 

 事務局  詳細は更に検討が必要であるが、地域合意が取れた後は説明していけると考

える。 

 委員長  ほかに意見等あるか。 

 委員   なし。 

 委員長  以上で議事を終了する。 

 

５．閉会 


